
船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１月４日 １２時３３分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市地
じ

ノ島南方沖 

 田倉埼灯台から真方位２８０°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°１６.１′ 東経１３５°０２.４′） 

事故の概要  プレジャーボート福
ふく

丸は、北進中、また、プレジャーボートみどり

は、東南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１月１２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 福丸、５トン未満（長さ８.９０ｍ） 

   ２５２－１４４８３和歌山、個人所有 

Ｂ プレジャーボート みどり、５トン未満（長さ５.２２ｍ） 

   ２５２－１８９１５和歌山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部ガンネルに亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 北流約０.１ノット（kn） 

友ケ島水道における転流時刻：１２時３９分（北流から南流へ） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、スパンカーを掲げて船首を北に

向け、流し釣りをして漂泊していた。 

 船長Ａは、Ａ船が流されて釣りのポイントを通り過ぎ、更に数ｍ北

側にある別のポイント（以下「本件ポイント」という。）に向かって

流されていたところ、左舷船首方から接近して来たＢ船がＡ船の船首

方至近で漂泊を開始したように見えたので、Ｂ船が本件ポイントで釣

りを行うものと思った。 

 Ａ船は、船長Ａが、先に本件ポイント付近で釣りを行っていたＡ船

がもう少し前方へ移動すれば、Ｂ船が本件ポイントから離れるものと

思い、中立運転状態であった主機を僅かに前進とし、北進を続けたと

ころ、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、和歌山市沖ノ島南方沖での釣り

を終え、釣り場を移動する目的で、約８kn の速力（対地速力、以下同

じ。）で東南東進していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、本件ポイント付近での釣果を確認しようと思



い、スロットルを徐々に緩め、Ａ船の船首方５ｍ付近を約１～２kn で

航行していたところ、Ａ船が接近するのを認めて船外機を後進とした

ものの、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、本件ポイントに向けて流されながら北進中、船長Ａが、本

件ポイントに接近するＢ船を認めたものの、先に本件ポイント付近で

釣りを行っていたＡ船がもう少し前方へ移動すれば、Ｂ船が本件ポイ

ントから離れるものと思い、機関を前進として北進を続けたことか

ら、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、東南東進中、船長Ｂが、本件ポイント付近での釣果を確認

しようと思い、見張りを適切に行わずにＡ船の船首方至近を航行して

いたことから、北進するＡ船を避けることができず、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が本件ポイントに向けて流されながら北進中、Ｂ船

が東南東進中、船長Ａが、本件ポイントに接近するＢ船を認めたもの

の、先に本件ポイント付近で釣りを行っていたＡ船がもう少し前方へ

移動すれば、Ｂ船が本件ポイントから離れるものと思い、機関を前進

として北進を続け、また、船長Ｂが、本件ポイント付近での釣果を確

認しようと思い、見張りを適切に行わずにＡ船の船首方至近を航行し

ていたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・接近する他船を認めたときは、必要に応じて有効な音響による信

号を行うこと。 

 ・釣果を確認する目的で他船に接近する場合であっても、その動向

に注意するとともに、適切な見張りを行い、船首方至近には近づ

かないこと。 

 


